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町
で
は
、
平
成
18
年
３
月
に
第
三
次

行
政
改
革
大
綱
等
を
策
定
し
、
「
行
政

の
公
平
性
・
効
率
性
の
追
求
」
「
町
民

と
行
政
の
協
働
に
よ
る
改
革
の
推
進
」

「
行
政
の
す
べ
て
の
分
野
で
の
改
革
の

推
進
」
の
三
つ
の
視
点
を
改
革
の
根
本

に
据
え
、
大
き
く
「
仕
事
の
改
革
」

「
職
員
の
改
革
」
「
組
織
の
改
革
」
の

三
つ
の
改
革
を
具
体
化
し
、
推
進
し
て

き
ま
し
た
。

　
平
成
20
年
度
は
、
第
三
次
行
政
改
革

大
綱
の
推
進
期
間
の
最
終
年
度
で
し
た

が
、
社
会
経
済
情
勢
や
町
財
政
状
況
が

非
常
に
厳
し
い
こ
と
か
ら
、
平
成
22
年

度
ま
で
２
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　
こ
の
延
長
期
間
は
、
町
財
政
状
況
の

見
通
し
な
ど
を
踏
ま
え
、
第
三
次
行
政

改
革
大
綱
の
大
き
な
枠
組
み
を
継
承
し

つ
つ
も
、
新
た
な
改
革
の
追
加
、
現
在

の
改
革
の
見
直
し
等
を
行
う
「
改
訂
」

に
よ
り
取
り
組
む
も
の
と
し
ま
す
。

　
金
融
危
機
を
契
機
と
し
た
世
界
的
な

景
気
後
退
は
、
長
期
化
す
る
の
で
は
な

い
か
と
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
で
、
町
の
収
入
の
大

部
分
を
占
め
る
町
税
は
、
個
人
住
民
税

や
固
定
資
産
税
が
減
収
と
な
り
、
ま

た
、
地
方
交
付
税
も
減
額
さ
れ
、
そ
の

不
足
額
を
臨
時
財
政
対
策
債
で
賄
う
な

ど
大
変
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
町
は
財
政
調
整

基
金
の
蓄
え
が
少
な
く
、
毎
年
度
の
予

算
編
成
に
苦
慮
し
て
い
る
現
状
が
あ
り

ま
す
（
代
表
的
な
財
政
指
標
の
動
向
は

左
上
表
を
参
照
）
。

　
こ
の
よ
う
な
町
の
財
政
状
況
等
を
短

中
期
的
に
見
通
し
た
と
き
、
徹
底
し
た

歳
出
の
削
減
、
と
り
わ
け
行
政
改
革
を

よ
り
推
進
し
、
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解

を
得
な
が
ら
、
税
・
使
用
料
・
手
数
料

な
ど
に
つ
い
て
も
、
住
民
負
担
の
公
平

性
の
確
保
や
受
益
者
負
担
の
原
則
等
に

基
づ
き
、
見
直
し
に
向
け
た
研
究
・
検

討
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
町
の
職
員
数
は
、
平
成
７
年
度
当
初

１
３
８
人
か
ら
順
次
削
減
し
、
平
成
17

年
度
当
初
で
１
２
５
人
と
な
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
平
成
18
年
３
月
に
策
定

し
た
松
田
町
定
員
適
正
化
計
画
で
は
、

平
成
23
年
４
月
の
定
員
目
標
を
１
１
５

人
と
し
て
い
ま
す
（
右
下
グ
ラ
フ
を
参

照
）
。
な
お
、
今
年
度
当
初
予
算
で
は

１
１
６
人
が
目
標
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
最
近
は
、
勧
奨
退
職
（
※
）
等
が
増

加
傾
向
で
、
目
標
数
値
を
早
期
に
達
成

す
る
見
込
み
で
す
が
、
平
成
24
年
度
に

多
く
の
定
年
退
職
者
を
予
定
し
て
い
る

の
で
、
今
後
も
、
行
政
改
革
の
効
果
を

定
員
の
削
減
に
反
映
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
今
年

度
中
に
新
た
な
定
員
適
正
化
計
画
を
策

定
し
、
町
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
極
力

招
か
な
い
よ
う
計
画
的
な
定
員
管
理
に

努
め
て
い
き
ま
す
。

　
※
勧
奨
退
職
は
、
町
要
綱
に
基
づ
き
早
期

　
　
退
職
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
人
件
費
の
削
減
は
、
定
員
適
正
化
計

画
に
基
づ
く
職
員
数
の
減
が
大
き
な
要

素
を
占
め
ま
す
が
、
国
の
動
向
や
町
財

政
状
況
等
を
考
慮
し
、
人
件
費
の
各
種

手
当
て
を
見
直
し
ま
し
た
。

　
特
に
、
地
域
手
当
（
従
来
は
給
料
の

10
％
支
給
）
に
つ
い
て
は
、
県
内
の
自

治
体
の
中
で
は
先
駆
的
に
、
平
成
18
年

度
か
ら
段
階
的
（
２
％
ず
つ
）
に
削
減

し
、
平
成
22
年
度
で
０
と
し
ま
す
。

　
な
お
、
特
別
職
に
お
い
て
も
同
様
に

地
域
手
当
の
削
減
や
期
末
手
当
の
一
部

を
減
額
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
管
理

職
手
当
も
一
律
10
％
削
減
を
継
続
し
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、
支
給
方
法

を
定
率
制
か
ら
定
額
制
に
改
め
ま
し

た
。

　
ま
た
、
町
議
会
に
お
か
れ
ま
し
て

も
、
こ
の
間
、
議
員
定
数
の
削
減
や
期

末
手
当
の
一
部
減
額
に
取
り
組
ま
れ
ま

し
た
。

　
こ
れ
ら
の
要
素
か
ら
、
平
成
18
年
度

を
基
準
に
５
年
間
に
お
け
る
人
件
費
の

削
減
額
を
理
論
的
に
計
算
す
る
と
、
３

億
円
を
超
え
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
国
家
公
務
員
を
１
０
０
と
し

た
給
与
水
準
の
比
較
指
数
で
あ
り
ま
す

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は
、
当
町
は
93
・

６
（
地
域
手
当
を
除
く
）
で
県
内
33
団

体
中
30
位
と
低
い
数
値
で
し
た
（
平
成

20
年
４
月
現
在
、
県
内
市
町
村
平
均
１

０
２
・
２
）
。

　
平
成
20
年
度
か
ら
一
部
の
窓
口
手
数

料
を
２
０
０
円
か
ら
３
０
０
円
に
改
正

し
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
公
民
館
等
の
各
種
施
設
の

使
用
料
や
そ
の
減
免
の
あ
り
方
、
ま

た
、
町
財
政
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
国
民
健
康
保
険
税
や
下
水
道
使

用
料
等
に
つ
い
て
も
、
税
の
公
平
性
な

ど
の
観
点
か
ら
鋭
意
見
直
す
と
と
も

に
、
未
収
金
の
収
納
対
策
に
つ
い
て
も

さ
ら
な
る
強
化
を
図
り
ま
す
。

　
ま
た
、
道
路
や
庁
舎
な
ど
の
行
政
財

産
の
目
的
外
使
用
に
つ
い
て
も
、
受
益

者
負
担
等
の
観
点
か
ら
一
定
の
使
用
料

の
賦
課
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま

す
。
　

　
さ
ら
に
、
本
町
の
地
勢
や
都
市
計
画

事
業
の
展
開
等
を
十
分
に
考
慮
し
た
な

か
で
、
都
市
計
画
税
の
導
入
に
つ
い
て

も
研
究
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

　
町
内
の
各
種
団
体
等
へ
の
補
助
金
・

交
付
金
は
、
現
在
、
町
職
員
で
構
成
す

る
補
助
金
審
査
会
に
お
い
て
、
整
理
合

理
化
に
向
け
た
一
定
の
見
直
し
を
実
施

し
て
い
ま
す
が
、
今
後
は
公
の
観
点
だ

け
で
な
く
、
民
間
の
視
点
に
よ
る
審
査

を
採
り
入
れ
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。

　
ま
た
、
町
の
各
施
設
で
、
老
朽
化
や

利
用
状
況
が
低
く
、
そ
の
効
果
の
面
で

課
題
を
抱
え
て
い
る
も
の
は
、
民
間
委

託
や
廃
止
も
視
野
に
今
後
の
あ
り
方
を

検
討
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
少
子
化
に
よ
る
児
童
の
減

少
は
、
今
後
の
教
育
施
策
の
推
進
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
思
わ
れ
る
た

め
、
幼
稚
園
の
統
合
（
第
一
、
第
二
幼

稚
園
）
な
ど
、
学
校
等
の
あ
り
方
に
関

す
る
調
査
・
研
究
も
進
め
て
い
き
ま

す
。

　
町
の
組
織
に
つ
い
て
も
、
平
成
19
年

度
の
機
構
改
革
に
よ
り
、
部
制
の
廃

止
、
課
の
再
編
等
を
実
施
し
ま
し
た

が
、
今
後
、
行
政
改
革
の
進
捗
や
新
た

な
総
合
計
画
の
策
定
状
況
等
を
念
頭
に

置
き
な
が
ら
、
平
成
23
年
度
を
目
途
に

さ
ら
な
る
組
織
・
機
構
の
改
革
を
検
討

し
ま
す
。

　
行
政
目
的
に
よ
っ
て
は
、
単
独
の
自

治
体
で
行
う
よ
り
も
、
広
域
的
な
視
点

か
ら
複
数
の
自
治
業
務
を
行
う
ほ
う
が

費
用
対
効
果
の
面
等
で
望
ま
し
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
今
後
は
、
ゴ
ミ
や
し
尿
の
処
理
、
広

域
消
防
な
ど
、
現
在
の
一
部
組
合
の
枠

組
み
を
統
合
し
た
複
合
的
な
組
合
へ
発

展
さ
せ
る
等
、
さ
ら
に
関
係
市
町
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
効
率
的
、
効
果

的
・
広
域
行
政
の
あ
り
方
を
検
討
し
ま

す
。

◆
行
政
改
革
の
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　町では、地方分権や行政へのニーズに的確に対応し、町行財政

運営の健全化を図るため、松田町第三次行政改革大綱や同実施計

画等を策定し、行政改革に取り組んできました。

　この計画期間は、平成20年度までとしていましたが、さらに、

行政改革を進めるため、期間を２年間延長することとしましたの

でお知らせします。

　　　　　　　　　　　　　【問合せ】庶務課庶務係　☎83-1221

継続します!

第三次行政改革
大綱等を改訂

行政改革
■ 

延
長
（
改
訂
）
に
あ
た
っ
て

■ 

町
の
財
政
状
況
は
？

■ 職員数の動向

■ 町の代表的な財政指標の動向

■ 

人
件
費
は
５
年
で

　
　

３
億
円
超
の
削
減

■ 

聖
域
無
き
改
革
を
推
進

■ 

税
や
使
用
料
等
の
見
直
し

■ 

職
員
数
は
１
１
５
人
に

■ 

広
域
行
政
を
推
進
し
ま
す

h
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町
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
と
経
営
感
覚

に
立
脚
し
た
取
組

を
推
進
し
ま
す
！

※Ｈ19の経常収支比率は、算定方法が変更となり、
　仮に変更前の方式で算定した場合の数値は「92.0％」と試算されます。

経常収支比率(％)

公債費負担比率(％)
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